
第１章　計画の基本的事項

槽汚泥及び雑排水汚泥は対象外とします。

　1　計画策定の目的

適正な処理を進めるために必要な基本的事項を定めるものです。

　策定にあたっては、国、県の計画等を踏まえるとともに、関連する市の上位計画に基

づき策定することとします。（図１）

　なお、本計画で対象とする一般廃棄物は家庭系ごみ及び事業系ごみとし、し尿、浄化

【上位計画】

①第二次上田市総合計画【後期まちづくり計画】（令和3年度～令和7年度）

　第二次総合計画(後期まちづくり計画)では、市を取り巻く社会情勢の変化や、将来

のまちの姿を展望して見えてくる変化・課題とその課題を克服する姿を踏まえ、基本構想（ま

ちづくりビジョン）に掲げる将来都市像の実現を目指しています。

針となる基本的な考え方を示したものであり、総合的かつ計画的にごみ処理の広域化に

づくり計画（後期５か年計画）において、豊かな環境を未来につなぐため、環境負荷低

減へ持続可能な体制づくりを図り、循環型社会の形成を推進することとしています。

第１節　計画策定の趣旨

第１章　計画の基本的事項

　本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃棄

るための基本的な方針であり、ごみの発生抑制及び排出抑制から最終処分に至るまでの

物処理法」という。）第6条第1項に基づき、同法の目的である生活環境の保全と公衆衛

生の向上を図りつつ、一般廃棄物の適正な処理を行うため策定する計画です。

　本計画は、市が長期的・総合的視点に立って、一般廃棄物の計画的な処理の推進を図

　2　計画の位置付け

　「ひと笑顔あふれ　輝く未来につながる　健幸
けんこう

都市」とする将来都市像に向け、まち

②第二次上田市環境基本計画

　第二次上田市環境基本計画(2018～2027年度)は、「上田市環境基本条例」に示された

基本理念を実現するため、本市における環境の保全及び創造に関する目標や施策大綱、

配慮指針を示す、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本と

なる環境分野の最上位計画です。

よる循環型社会の構築を目指しています。

　環境ビジョンを「光・緑・人が輝く　自然環境共生都市　うえだ」として、上田市の

③第４次ごみ処理広域化計画

　第４次ごみ処理広域化計画(令和3年度～令和12年度)は、上田地域圏の市町村で構成

される上田地域広域連合において、ごみ処理の広域化に向けた、今後の取組について指

自然や景観などを、輝く太陽の力（光）、高原や里山の豊かな緑（緑）を、人々が連携

しともに支えあうことで、新たな環境を創造していく姿を描いています。
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第１章　計画の基本的事項

図１　ごみ処理基本計画と他の計画等との関係

　　【廃棄物の適正処理】 　　【再生利用の推進】

　　【個別物品の特性に応じた規制】

　　【国等が率先して再生品などの調達を推進】

【上位計画】

環境基本法 環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法 資源有効利用促進法

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

廃棄物処理法基本方針

廃棄物処理施設整備計画

長野県廃棄物処理計画

グリーン購入法

第二次上田市総合計画

2016～2025年度

第二次上田市環境基本計画

2018～2027年度

上田市ごみ処理基本計画
2018～2027年度（10年）

（Ｈ30～Ｒ9）

上田地域ごみ処理広域化計画

（第４次）

2021～2030年度

上田市ごみ減量アクションプラン[改訂版]
2023～2027年度（5年）

（R5～R9）
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第１章　計画の基本的事項

【関連計画の期間】

　3　計画の期間と対象区域

図２ 計画のＰＤＣＡサイクル

概ね５年ごと、または、計画策定の前提となっている諸条件に大きな変動があった場合

に見直しを行います。

　本計画は、２０１８年度から２０２７年度（平成３０～Ｒ９）までの１０年間を計画

　また、策定にあたりＰＤＣＡサイクル（図２）における継続的な評価・検証により、

期間とします。

ごみ処理基本計画策定・改訂(Plan)

必要に応じた計画の見直し(Act) 基本計画に基づく施策の実施(Do)

基本計画の評価・検証(Check)

ごみ処理基本計画

2018～2027年度
（平成30～令和9年度）

計画期間 １０か年度

ごみ減量アクションプラン

2023～2027年度
（令和５年度～令和９年度）

2018
Ｈ30

中間年次
2022(Ｒ4)
見直し

2019
R1

目標年次
2027(Ｒ9)
改訂

計画期間 ５か年度

ごみ処理実施計画
（計画期間１年/毎年度作成）

計画期間 ５か年度

ごみ処理実施計画 毎年度

改訂 改訂

2020
R2

2021
R3

2022
R4

2023
R5

2024
R6

2025
R7

2026
R8

2027
R9
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第１章　計画の基本的事項

【対象区域】

ており、一部は民間事業者による施設へ処理を委託しています。

　施設の概略位置は下図のとおりです。

　また、不燃ごみについては、市が所管する不燃物処理資源化施設で中間処理が行われ

　計画対象処理区域は、上田市全域とします。

長和町、青木村）が所管する上田クリーンセンター、丸子クリーンセンターの焼却施設

　なお、一般廃棄物のうち可燃ごみについては、上田地域広域連合（上田市、東御市、

により処分されています。

上田クリーンセンター

丸子クリーンセンター

上田市不燃物処理資源化施設
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第１章　計画の基本的事項

0～14歳 15～64歳 65～歳 不詳

H24 （2012） 158,548 - 21,314 93,623 42,586 1,025

H25 （2013） 157,551 △ 997 21,002 91,882 43,642 1,025

H26 （2014） 156,852 △ 699 20,627 90,397 44,803 1,025

H27 （2015） 156,827 △ 25 20,150 89,926 45,685 1,066

H28 （2016） 156,383 △ 444 19,939 89,005 46,373 1,066

H29 （2017） 155,715 △ 668 19,464 88,384 46,801 1,066

H30 （2018） 155,323 △ 392 19,226 88,011 47,020 1,066

R1 （2019） 154,201 △ 1,122 18,835 87,223 47,077 1,066

R2 （2020） 154,055 △ 146 18,338 86,410 47,130 2,177

R3 （2021） 153,145 △ 910 17,955 85,688 47,325 2,177

第２節　上田市の概況

　1　沿革

　2　人口動態

　上田市は、平成１８年３月に旧上田市、丸子町、真田町、武石村の１市２町１村によ

や高原に囲まれ、豊かな自然環境に恵まれた地域です。

　北は上信越高原国立公園の菅平高原、南は八ヶ岳中信高原国定公園の美ヶ原等の山々

る新設合併によって新生上田市が誕生しました。市域の面積は、552.04平方キロメート

ル、人口約15.3万人を擁する長野県東部に位置する中核都市です。

す。また、年齢３区分別人口では、年少人口(15歳未満)、生産年齢人口(15歳以上65歳

減少傾向にあり、平成２４年との対比では10年間で5,403人、約3％の減少となっていま

　令和３年１０月１日現在の人口は153,145人で、平成１８年の新市合併以降、年々

表１　人口の推移

未満)の減少に対して、老年人口(65歳以上)は年々増加の傾向にあります。

単位：（人）

出典：長野県推計人口（上田市　毎月人口異動調査10/1現在）

年齢３区分別人口
年 人口計 対前年比

158,548 157,551 156,852 156,827 156,383 155,715 155,323 154,201 154,055 153,145
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